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＜アンケート調査概要＞ 

 

１. アンケート調査の目的 

山形県は令和 6 年 4 月開学に向けて東北農林専門職大学（仮称）の設置計画を進めて

いる。本専門職大学卒業生の採用意向など人材需要の見通しについて把握するため、事

業所等を対象にアンケート調査を実施した。 

 

２. 調査対象 

農業、林業、関連企業（製造業、卸売・小売業等）、関連団体（ＪＡ、林業公社等） 

 

３. 調査実施時期 

令和 4年 6～8月に調査を実施。 

 

４. 調査方法 

（一財）日本開発構想研究所が郵送によりアンケート調査票を配付し、調査票の回収及

び集計を行った。 

 

５. 回収状況 

標 本 数：1,033 件 

回 収 数：445件（回収率 43.1％） 
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■ 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向（問 10） 

 

 

 

 

（問7で東北農林専門職大学（仮称）に「興味を感じる」「少し興味を感じる」と回答した386件が回答） 

 

農業経営学科 

「採用したい」86 件(22.3％)、「採用を検討したい」136 件(35.2％)、「採用したいと思わ

ない」25件(6.5％)、「わからない」104件(26.9％)となっている。 

「採用したい」「採用を検討したい」を合計すると、222 件（57.5％）が東北農林専門職大

学農業経営学科（仮称）卒業生の採用に前向きな姿勢を示しているといえる。 

 

 

 

問 10 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向（農業経営学科） (SA) 

№ カテゴリ 件数 % 

1 採用したい 86  22.3  

2 採用を検討したい 136  35.2  

3 採用したいと思わない 25  6.5  

4 わからない 104  26.9  

  不明 35  9.1  

  合計 386  100.0  

 

  

22.3

35.2

6.5

26.9

9.1

採用したい(n=86)

採用を検討したい(n=136)

採用したいと思わない(n=25)

わからない(n=104)

不明(n=35)

問10 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向（農業経営学科）

N = 386

問 10 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向についてお尋ねします。開設す

る学科ごとに、次の中から最もあてはまる番号を１つだけ選んで下さい。回答後

は問 12 にお進み下さい。 
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森林業経営学科 

「採用したい」38 件(9.8％)、「採用を検討したい」70 件(18.1％)、「採用したいと思わな

い」59 件(15.3％)、「わからない」141 件(36.5％)となっている。 

「採用したい」「採用を検討したい」を合計すると、108 件（27.9％）が東北農林専門職大

学森林業経営学科（仮称）卒業生の採用に前向きな姿勢を示しているといえる。 

 

 

 

問 10 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向（森林業経営学科） (SA) 

№ カテゴリ 件数 % 

1 採用したい 38  9.8  

2 採用を検討したい 70  18.1  

3 採用したいと思わない 59  15.3  

4 わからない 141  36.5  

  不明 78  20.2  

  合計 386  100.0  

 

9.8

18.1

15.3

36.5

20.2

採用したい(n=38)

採用を検討したい(n=70)

採用したいと思わない(n=59)

わからない(n=141)

不明(n=78)

問10 東北農林専門職大学（仮称）卒業生の採用意向（森林業経営学科）

N = 386
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● 農業は、 長年にわたり 本県の基盤と なってき た産業であり 、 本県農業の将来にわた

る 持続的な発展は、 本県の発展にと っ て、 極めて重要と なる 。  

● 本県では、 豊かな自然条件など のも と で、 良質米の生産や果樹・ 野菜・ 花き 等の園

芸、 地域特性を活かし た畜産など 、 全国的にも 多彩な農業が営ま れている 。 一方で、

農業従事者の高齢化・ 減少や、 Ｔ Ｐ Ｐ 等の経済連携協定など 、 農業を 取り 巻く 情勢は

大き く 変化し てき ている 。  

● こ のよ う な中でも 、 近年、 就農段階に応じ たき め細かな支援によ る 新規就農者の増

加や経営体当たり の経営耕地面積の拡大などが進展し ており 、 こ う し た動き を、 本県

農業の新たな活力、 成長へと つなげていく こ と が重要である 。  

● こ のため、 こ れら の芽を伸ばし て、 小規模経営も 含め、 地域農業を担う 多様な人材

を広く 確保し 、 地域農業を活性化し ていく と と も に、 経営マイ ンド や高度な経営・ 技

術知識を持ちながら 、 Ｉ Ｃ Ｔ 等の新技術導入によ り 、 生産性及び収益の向上につなげ

ら れ、将来を担う 若者たちがチャ レ ンジし 希望の持てる 農業環境づく り を進めていく 。 

 

 

○ 様々な考え方や目的、 経験をも と に新たに農業を志す、 農家子弟をはじ め、 非農

家出身者、 Ｕタ ーン 者、 定年帰農者、 女性、 ス タ ート アッ プ企業など の多様な担い

手の確保に向けた、 就農の動機付けから 営農定着、 発展ま で各段階に応じ た新規就

農者への支援を充実強化する 。  

○ 国内外の先進モデルを収集・ 分析し ながら 、 市場（ 顧客） 指向、 農業イ ノ ベーシ

ョ ン（ 技術開発） 、 他産業と のネッ ト ワ ーク 、 経営ノ ウ ハウ （ 知識資産） の視点を

持っ た営農モデルの育成と 発展のシナリ オを 明確化する と と も に、 専業・ 兼業別、

規模別など の営農形態や産地と し ての地域の特性など に応じ た経営指導を強化する 。 

○ 経営発展に意欲的な農業者の法人化を 促進する など 、 産地間競争を勝ち抜く 高い

競争力を持ち、 新規就農など 地域に雇用を生み出す企業的な経営体を 育成・ 確保し

ていく 。  

○ 子育て期の女性、 高齢者、 外国人、 地域外の人材（ 関係人口） 等を活用し た、 農

産物の収穫時期など の時期的なニーズに対応し た人材確保の支援を充実する 。  

○ 地域や学校、 家庭が一体と なり 、 本県の豊かな食・ 食文化に対する 理解を 深める

と と も に、 未来の担い手育成の基盤と なる 食農教育を充実する 。  

 

○ 農林業分野の専門職大学の設置など によ り 、経営知識を 持ち、社会や経済等の様々

な情勢の変化・ 課題にも 対応する こ と ができ る グロ ーカルな視点を身に付けた高度

な農業経営人材を育成する 。  

○ 農業関係機関と 連携し た、 専門職大学等の卒業生の県内就農・ 就業に結び付ける

ための支援体制を構築し ていく 。  
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○ 体系的・ 継続的なリ カレ ン ト 教育や農業者の経営のス テージに応じ た研修、 公開

講座など、 生産現場等で必要と なる 基礎から 応用ま での知識・ 技術を 学べる 機会を

充実する 。  

○ 先端技術の生産現場への移転や新たな栽培技術普及など 、 農業者の生産活動をサ

ポート する 普及指導機関によ る 支援を充実強化する 。  

 

○ 地域での話し 合いをも と にし た担い手と 農地のマッ チングや農地中間管理機構の

活用など によ る 、 担い手への農地の集積・ 集約化を推進する 。  

○ ほ場の大区画化や用・ 排水路のパイ プラ イ ン化に加え、 水田の給排水遠隔制御装

置など Ｉ Ｃ Ｔ の活用によ る 省力化・ 低コ ス ト 化など、 高齢化や労働力不足に対応し

た生産基盤整備を推進する 。  

○ 水田から 高収益作物への転換を後押し する ため、 排水改良等によ る 水田の畑地化

や地下かんがい施設の整備によ る 汎用化等を推進する 。  

○ 中山間地域農業の振興と 地域活性化に向けて、 中山間地域等条件不利地域におけ

る 生産基盤の適切な維持・ 整備を推進する と と も に、 規模の大小にかかわら ず意欲

ある 経営体に対し 、 適地適作の導入など 所得確保に結び付く 取組みへの支援を充実

する 。  

○ Ｊ Ａ 等の関係機関と 連携し たリ ース 型ハウ ス 団地の整備など によ る 園芸作物の産

地づく り や産地の維持・ 継承を推進する 。  

 

○ 衛星画像やド ロ ーン等によ る 空撮画像を利用し た高品質米生産のための診断・ 栽

培管理技術やＡ Ｉ によ る 環境制御技術の開発など 、 省力化や生産効率の向上につな

がる ス マート 農業技術の研究開発を推進する 。  

○ 新たな栽培技術や超省力農業機械の実証、 熟練農家等のノ ウ ハウ に関する ビ ッ グ

データ 活用など によ り 、担い手の減少に対応し た農業関連技術を普及拡大し ていく 。 

○ 中山間地域等における Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た農地の維持管理等を後押し する ため、 地

域の特性に応じ たス マート 農業技術の実証化や生産基盤整備を推進する 。  

 

 

● 農業をはじ めと する “ 食” 関連産業の生産は、 景気変動の中にあっても 安定的に展

開し 、 本県経済を 下支えする 重要な役割を担っ ている 。  

● 若者はも と よ り 、 多様な担い手が希望を持てる 魅力的な農業を 実現する ためには、

農業に従事する 生産者が、 十分な所得を得ら れる こ と が重要と なる 。  

● こ のため、 生産者の高い技術力を も と に築き あげてき た「 つや姫」 のブラ ンド 力を

一層向上さ せる と と も に、 戦略的なプロ モーショ ンによ る 「 雪若丸」 のブラ ンド 化を

推し 進め、 「 米ど こ ろ山形」 と し て、 県産米の需要を拡大し ていく 。  

●  消費マーケッ ト が多様化する 中で、園芸作物の魅力的な産地づく り など の農業生産、

さ ら には、 加工・ 流通・ 販売につなげる ６ 次産業化において、 高い価値を 有する 商品、

サービス を創出する と と も に、 Ｔ Ｐ Ｐ 等を前向き に捉えた攻めの輸出振興を進め、 農

業所得の向上に結び付けていく 。  
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● こ れら によ り 、 我が国を代表する 「 食料供給県」 と し ての存在感を 高め、 持続的に

発展する 農業県やま がたを目指す。  

 

 

○ 日本を代表する ブラ ンド 米「 つや姫」 の評価のさ ら なる 向上と 、 「 雪若丸」 の認

知度向上に向けた、生産・ 販売・ コ ミ ュ ニケーショ ンの戦略的な取組みを 展開する 。  

○ 国内のみなら ず輸出も 視野に入れた、 魅力ある 山形ブラ ンド を形成する 新たな県

オリ ジナル品種の開発を 推進する 。  

○ 有機栽培米、 低コ ス ト ・ 多収米、 酒造好適米など 、 多様な消費者・ 実需者ニーズ

に応え、 売れる 米を安定的に生産・ 供給する 産地づく り を推進する 。  

○ 需要に応じ た米生産を推進し 、 稲作経営の安定性を 高める と と も に、 消費者に安

定的に米を供給し 、 食料供給県と し て貢献し ていく 。  

 

○ 「 やま がた紅王」 の大玉で高品質な果実の安定生産と 早期のブラ ンド 化を推進す

る 。  

○ 関係機関と 連携し 、 収益性の高い果樹や野菜等の大規模団地化など によ る 園芸作

物の産地づく り を推進する 。  

○ Ｊ Ａ 等の関係機関と 連携し たリ ース 型ハウ ス 団地の整備など によ る 園芸作物の産

地づく り や産地の維持・ 継承を推進する 。 （ 再掲）  

○ 国内のみなら ず輸出も 視野に入れた、 魅力ある 山形ブラ ンド を形成する 新たな県

オリ ジナル品種の開発を 推進する 。 （ 再掲）  

 

○ 規模拡大のための畜舎整備、 繁殖雌牛の増頭や繁殖から 肥育ま での一貫経営への

移行促進、 優良な乳用後継牛の確保など によ り 「 山形生ま れ山形育ち」 の畜産物の

生産基盤を強化する 。  

○ 食味を重視し た家畜の改良や食味の特長の「 見える 化」 など によ り 品質面での優

位性を確保し 、 県産畜産物のブラ ンド 力向上を推進する 。  

○ 輸出に対応し た食肉処理施設の整備を 推進し 、 処理・ 加工の高度化と 輸出拡大を

促進し ていく 。  

 

 

○ 官民一体と なり 、 安全・ 安心な農産物の生産やタ ーゲッ ト を 意識し た加工食品な

どの開発を基本に、 生産から 加工、 流通・ 販売の各段階において、 選ばれる 商品と

し て差別化・ ブラ ンド 化に結び付く 取組みを推進する 。  

○ 農業者自ら の６ 次産業化へのチャ レ ンジへの支援や、 農業者と 食品製造業者等と

の連携によ る 市場ニーズに応じ た付加価値の高い商品・ サービ ス の開発、 地域の多

様な主体が連携する ６ 次産業化のネッ ト ワ ーク 強化など によ り 、 農業者の所得向上

と 地域経済の活性化につながる ６ 次産業化の取組みを促進する 。  

○ 本県の農的資源等の風土（ テロ ワ ール） を 活かし 、 観光分野等と も 連携し 、 果樹

等の年間を通し た情報発信を強化する と と も に、多様なビジネス の創出を促進する 。 
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○ 食品製造業者等の実需者や卸売事業者など と 連携し 、 消費者のラ イ フ ス タ イ ルや

ニーズの変化を捉えた調理食品、 野菜・ 果物の一次加工品等、 家庭や外食向けの加

工食品の開発を促進する 。  

○ イ ンバウ ンド 等さ ら なる 交流人口の拡大を 踏ま え、 産地直売所・ 観光施設におけ

る ニーズを捉えた高付加価値の加工食品の開発やレ ス ト ラ ン等における 新たな需要

開拓など 、 ブラ ンド 力の高い県産農産物を活かし た多様な取組みを促進し ていく 。  

○ 近隣県の需要を取り 込む広域的なビ ジネス を 展開する ためのマッ チング機能を 強

化する と と も に、 地域資源の魅力を商品と し て磨き 上げ、 国内外に販売する 地域商

社機能を構築・ 強化する 。  

 

○ 輸出相手国の市場特性に合わせた商品の提案、 輸出方法の把握など、 タ ーゲッ ト

を 明確にし たマーケティ ング戦略を展開する 。  

○ 国際水準Ｇ Ａ Ｐ ＊（ 農業生産工程管理） 等の認証取得やＧ Ｉ ＊（ 地理的表示） 保護

制度の登録など によ り 、 輸出ポテンシャ ルの向上につながる 県産農産物・ 加工食品

のブラ ンド 化を推進する 。  

○ 新たな輸出に取り 組む事業者の掘り 起し 、 輸出相手国や貿易に関する 知識の習得

支援、 海外の輸出パート ナーと のマッ チングによ る 販路拡大、 食肉処理施設など 輸

出に必要な施設・ 機能の整備など 、 ハード ・ ソ フ ト 両面から の輸出支援体制を充実

強化する 。  

＊【 Ｇ Ａ Ｐ （ 農業生産工程管理】 Good Agr i cul t ural  Pract i ceの略。 食品の安全性確保など に向けた適切な

農業生産を実施する ために点検項目を定め、 実践・ 記録する 取組み。  

＊【 Ｇ Ｉ （ 地理的表示） 】 農林水産物・ 食品等の名称で、 その名称から 当該産品の産地を 特定でき 、 産品の

品質や社会的評価等の確立し た特性が当該産地と 結びついている と いう こ と を 特定でき る 名称の表示。  

 

 

● 県土の約７ 割を占める 豊かな森林資源を積極的に活用し て、 林業及び木材産業を 振

興し 、 雇用創出と 地域活性化につなげる 「 やま がた森林ノ ミ ク ス 」 によ り 、 県産木材

の供給体制の整備や利用拡大、 再造林、 県立農林大学校への林業経営学科開設によ る

人材の育成・ 確保など 、 森林資源の循環利用の総合的取組みを 強く 推し 進めてき た。  

● こ れら を基盤と し て、 良質な県産木材を安定・ 継続的に供給する 新たな仕組みづく

り や、Ｉ Ｃ Ｔ 導入等によ る 木材生産及び森林経営の高度化、高度専門人材の育成など、

「 やま がた森林ノ ミ ク ス 」 の取組みを 発展、 加速し ていく 。  

 

 

○ 森林整備や木材生産等を担う 森林組合など 林業事業体の生産性の向上や労働環境

の改善を推進し 、 経営力の向上を促進する 。  

○ 農林業分野の専門職大学の設置など によ り 、 再造林等の森林整備や木材の生産か

ら 加工・ 流通に至る ま で、 高度で専門的な知識や技術を 身に付けた、 収益性の高い

林業・ 木材産業を実践でき る 人材を育成し ていく 。  
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○ 森林ク ラ ウ ド ＊やリ モート センシング技術＊等について、 効果を 検証し ながら 活用

し 、 森林情報の高精度かつ効率的な管理・ 共有を推進する と と も に、 Ｉ Ｃ Ｔ や高性

能林業機械の導入等によ り 、 「 伐って、 植えて、 育てる 」 森林資源の循環利用を 拡

大する 。  

○ 山菜・ き のこ 等の特用林産物の振興に向け、 栽培技術の向上や生産基盤の整備に

よ る 生産拡大、 消費者や市場関係者等への情報発信によ る 流通の促進、 収穫体験や

各種イ ベント での魅力発信によ る 観光・ 交流の促進などの取組みを展開する 。  

＊【 森林ク ラ ウ ド 】 地方公共団体及び林業事業体など の各主体が管理する 森林資源や所有者などの情報を ク

ラ ウ ド 上で一元管理し 、 森林情報を相互に共有及び利活用する 仕組みのこ と 。  

＊【 リ モート センシン グ技術】 人工衛星や航空機など に搭載し た専用の測定器によ っ て計測する こ と で広範

囲にわたっ て森林内の立木の胸高直径や樹高、 立木本数など を計測でき る 技術のこ と 。  

 

○ 伐採し た原木を集積する ス ト ッ ク ヤード ＊や製材工場・ 乾燥施設の整備など、 県産

木材の加工流通体制の整備を促進する 。  

○ 建築分野など の実需者のニーズに応じ た製品の安定的な供給を進める と と も に、

ス ギの大径材や広葉樹等を活用し た高品質な製品を加工する 技術の普及等によ り 、

県産木材の付加価値を高めていく 。  

○ 公共・ 民間施設の木造化・ 木質化や身近な日用品の木製品への転換を推進する と

と も に、 本県と 連携協定を結ぶ県外企業や姉妹都市への積極的なＰ Ｒ 等によ る 県外

での需要開拓などによ り 、 県産木材の利用を拡大する 。  

＊【 ス ト ッ ク ヤード 】 木材の輸送や保管のために利用さ れる 木材の集積場所。 用途に応じ てサイ ズや形状別

の仕分けを 行う こ と ができ る 。  

 

 

● 日本海に面する 庄内浜では、 季節を映す約130種類の魚介類が水揚げさ れ、 豊かな漁

場が形成さ れている 。 こ れら 水産資源の維持・ 増大、 加工・ ブラ ンド 化等の高付加価

値化、 漁業後継者の育成・ 確保など 、 全国豊かな海づく り 大会開催（ 平成28年度） を

契機と し た取組みをさ ら に進め、 本県水産業を振興し ていく 。  

● ま た、 大型ブラ ンド マス の養殖や銀毛サケの増大など の高付加価値化や河川で釣り

を行う 遊漁者増大の取組みによ り 、 内水面漁業、 養殖業を 振興し ていく 。  

 

 

○ 漁業関係者や教育機関等と 連携し 、 生産から 流通、 加工、 販売に至る 水産業全体

に係る 人材と 漁業のト ッ プラ ンナーを 育成する 。  

○ Ｉ Ｃ Ｔ を活用し た陸上養殖など によ る 周年漁業の実証事業の展開や、 漁業試験調

査船「 最上丸」 のＩ Ｃ Ｔ 設備を活用し た情報提供によ る 効率的な操業を推進する 。  

○ ナマコ や海藻類等の増養殖技術を確立し 、 天候等に左右さ れにく い漁港ス ト ッ ク

をそれら 磯根資源の新たな漁場と し て有効活用する と と も に、 産地と し ての機能を

強化し 、 生産物の高付加価値化と 流通の効率化を推進する 。  

○ 地球温暖化に伴う 栽培魚種の生育環境や餌料環境の変化を的確に捉え、 変化する

放流適期に応じ た種苗放流を展開する こ と によ り 栽培漁業の効率化を推進する 。  

○ 地域と 連携し た遊漁振興など によ り 内水面漁業協同組合の経営基盤を強化する 。  
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○ 鮮度保持技術や蓄養技術の普及によ る 高品質な水産物の安定供給体制の構築、 庄

内浜産水産物の特徴である 少量多品種を活かし た新たな魚種のブラ ンド 化を 推進す

る と と も に、 魚食普及活動によ る 地魚の消費拡大と 県内における 利用拡大を 促進す

る 。  

○ サケの銀毛対策などによ る 高付加価値化を 推進する 。 ま た、 大型ブラ ンド マス の

種苗供給体制の確立と ブラ ン ド 化を促進する 。  
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Ⅳ 基本戦略の取組方向 
 

基本戦略１  

意欲ある 多様な担い手の育成・ 確保 

 
【 基本戦略の方針と 評価指標】  

経営力・ 技術力のある 高度人材の育成、 地域農業をけん引する ト ッ プラ ンナー・ ス ー

パート ッ プラ ンナーや先導的な農業経営を実践する 優良経営体( イ メ ージリ ーダー) ※の

育成、 多様な担い手がいき いき と 活用でき る スマート 農業の導入やデジタ ルト ラ ンスフ

ォ ーメ ーショ ン( Ｄ Ｘ ) を推進し ていく 。  

評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ）  現状値 目標値（ Ｒ ６ ）  

新規就農者数の東北における 順位 東北１ 位( R2 年度)  東北１ 位 

ス マート 農業の取組件数（ 累計）  77 件( R1 年度)  150 件 
※： ト ッ プラ ンナー： 経営者１ 人当たり の農業所得 400 万円以上の農家及び農業法人 

ス ーパート ッ プラ ンナー： 経営者１ 人当たり の農業所得 800 万円以上の企業的経営を実践する 農業法人 
イ メ ージリ ーダー： 高い生産力に加え、 労働環境の改善や女性の経営参画、 農福連携等を先導的に実践する など 他の経営体 

の模範と なる 優良経営体( 販売額が概ね１ 億円以上の法人経営体)  
  

１  人材育成・ 確保 

～次代を担い、 地域を支える 新規就農者と 東北・ 山形の農業を支える 高度な人材の育成～ 

 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 本県の新規就農者数は、 こ れま で   

のき め細かな支援によ り 、 過去最高  

を更新し ている ( 図７ ) も のの、 高齢 

化の進行等によ り 農業従事者数は減 

少し ており 、 その減少分を新規就農 

者によ り 補完でき ない状況が続いて 

いる 。  

〇 本県の農業を支える 担い手の確保 

に向けて、 農業の生業( なり わい) と  

し ての魅力を高め、 新規就農者の確 

保や経営力のある 高度な人材の育成 

のほか、 女性、 高齢者や異業種等の 

多様な人材を広範に呼び込み、 担い 

手と し て育成・ 確保し ていく 必要が 

ある 。  

 

（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 東北農林専門職大学( 仮称) の設置などによ り 、 社会経済情勢の変化、 労働環境の改 

善等、 農業経営の様々な課題に対応し 、 経営感覚と 現場感覚に優れ、 グロ ーバルな視 

点を身に付けた高度な農業経営人材の育成を推進し ていく 。  

◇ 多様な人材の確保に向けて、 農家子弟をはじ め、 非農家出身者、 Ｕ・ Ｉ タ ーン者、  

定年帰農者、 女性、 ス タ ート アッ プ企業など、 就農の動機付けから 営農定着、 発展ま  

で各段階に応じ た新規就農者への支援の充実を図る と と も に、 地域が主体と なった受 

入体制の強化を促進し ていく 。  

（ 図７ ） 新規就農者数の推移 

 
資料： 農業経営・ 担い手支援課 

注） 各年５ 月末までの１ 年間の新規就農者で65歳未満の者（ 農家世帯員の定年後就農を除く）  

  ①新規学卒就農者…学校卒業後、直ちに就農した者及び卒業後一定期間の農業研修を経て就農した者 

  ②Ｕターン就農者…農家出身者で、 他産業に従事した後に就農した者 

  ③新規参入就農者…農業経営の基盤を持たない非農家出身者で、 新たに就農した者 
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◇ 多様な分野と 連携し た労働力の確保に向けた新たな取組みを推進する と と も に、 子 

育て期の女性、 高齢者、 外国人等を活用し た、 農産物の収穫時期などの短期的なニー 

ズに対応し た人材確保に向けた支援を充実し ていく 。  

◇ いき いき と 経営に参画し 、 自ら の創意工夫で経営を切り 開く 女性農業者の人材確 

保・ 育成を図っていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

①農業の担い手育成・ 確保支援プロ ジェ ク ト ( PJ１ )  

・ 意欲ある 新規就農者の確保・ 育成に向けた、 動機づけから 就農、 定着、 経営発展ま  

での各段階に応じ たき め細かな支援の推進 

・ 地域の実情に応じ た受入体制づく り や農地と 技術の一体的継承、 異業種から の農業 

参入、 集落営農の組織化、 積極的な情報発信の推進 

②多様な人材確保・ 充実プロ ジェ ク ト ( PJ２ )  

・ 農業に必要な労働力の確保に向けた、 地域における 推進体制の整備やモデル事業等

によ る 求人・ 求職マッ チング機会の創出 

・ 農福連携によ る 障がい者の雇用・ 就労の取組み 

等の推進 

③次代を担う 農業女子育成プロ ジェ ク ト ( PJ３ )   

・ 各地域における 女性農業者のリ ーダーの育成や、  

女性農業者がいき いき と 経営に参画でき る 環境 

づく り の支援 

④専門職大学設置プロ ジェ ク ト ( PJ４ )  

・ 東北農林専門職大学( 仮称) を設置し 、 経営力・  

技術力のある グロ ーバルな高度人材を育成 

・ 農林大学校は専門職大学の附属校と 位置づけ生産 

現場で活躍でき る 農林業人材を育成 

・ 地域で活躍する 農業者へのリ カレント 教育など、  

研修機能の充実 

 

 

２  担い手・ 経営体育成 

 ～社会情勢の変化に対応し た、 地域農業をけん引し 、 支えていく 意欲ある 多様な担い

手・ 経営体の育成～ 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 農業経営体は、 法人化によ る 大規模

化が進む一方、 担い手の高齢化等によ

り 減少し ている ( 図８ ) 。  

〇 本県農業の持続的な発展に向けて、

地域農業の核と なる 経営体の育成に加

え、 長年にわたり 本県農業を支えてき

た家族経営体等の地域農業を支える 多

様な担い手を育成・ 確保し ていく 必要

がある 。  

〇 担い手不足を補う 省力化技術の導入

などス マート 農業を推進する と と も に、 デジタ ル技術を活用し 、 農業経営や働き 方等

の変革を進める デジタ ルト ラ ンス フォ ーメ ンショ ン( Ｄ Ｘ ) を進めていく 必要がある 。  

（ 図８ ） 農業経営体数の推移 

 
資料： 農林水産省「 農林業センサス」  

注) 平成17、 22 の「 個人経営体数」 は「 家族経営体数」 を、 「 団体経営体」 は「 組織経営体」 を

表す 
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〇 近年多発する 記録的な豪雨・ 豪雪等によ る 自然災害、 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症の感

染拡大によ る 農産物の価格低下など、 経営の安定化へのリ スク への対応が必要である 。  

（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 高い生産力と 経営力を備え他産業と 遜 

色ない水準の所得を確保でき る ト ッ プラ  

ンナーや、 地域に雇用を生み出す企業的 

な経営を実践する ス ーパート ッ プラ ンナ 

ーの育成に加え、 先導的な農業経営を実 

践する 優良経営体（ イ メ ージリ ーダー）  

の育成を推進し ていく 。  

◇ 法人化を促進する など、 産地間競争を勝ち抜く 高い競争力を持ち、 地域に雇用を生

み出す企業的な経営体を育成し ていく 。  

◇ 高い生産力・ 経営力に加え、 労働環境の改善や女性の経営参画、 農福連携など を先

導的に実践する 経営体の育成を推進し ていく 。  

◇ 経営の発展に向けた、 地域ぐ る みの取組みや新たな担い手への経営継承などによ る

小規模家族経営体の発展的再生、 女性の活躍等を促進し ていく 。  

◇ 体系的なリ カレント 教育や農業経営の各発展段階に応じ た研修、 公開講座など、 生産現

場等で必要と なる基礎から 応用までの幅広い知識・ 技術を学べる機会を充実し ていく 。  

◇ 地域における 話合いを踏ま えた、 担い手と 農地のマッ チングや農地中間管理機構

の活用等によ る 担い手への農地の集積・ 集約化を推進し ていく 。  

◇ 超省力農業機械の実証、 熟練農家等のノ ウ ハウ に関する ビッ グデータ の活用など、

担い手の減少への対応や生産性の向上に向けたス マート 農業技術の普及及びＤ Ｘ を推

進し ていく 。  

◇ 大規模災害や農産物の価格変動等のリ ス ク に対応でき る 農業経営の実現に向けて、

各種セーフティ ネッ ト への加入を促進し ていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

①農業ト ッ プラ ンナー育成・ 発展プロ ジェ ク ト ( PJ５ )  

・ 地域農業をけん引し 、 生産力・ 収益性が高く 、 他産業並みの所得を確保でき る 経営体

( ト ッ プラ ンナー) の育成、 よ り 高い経営力と 生産力に加え地域における 雇用の創出や

付加価値の拡大をも たら す経営体( ス ーパート ッ プラ ンナー) の発展に向けた取組みへ

の支援 

・ 労働環境の改善、 女性の経営参画や農福連携など 、 先導的な農業経営を実践する 優 

良経営体( イ メ ージリ ーダー) の育成 

②多様な担い手支援プロ ジェ ク ト ( PJ６ )  

・ 多様な担い手と 地域農業をけん引する 経営体と の連携・ 協働によ る 地域農業の発展

に向けた組織的な取組みや、 小規模家族経営体における 新規就農者への経営継承な

どによ る 発展的再生や女性の活躍を促進する 取組みへの支援 

③農業経営力向上支援プロ ジェ ク ト ( PJ７ )  

・ 経営力や組織力の強化など、 農業経営の発展に向けた法人化や働き 方改革に向けた

取組みへの支援 

④担い手への農地集積・ 集約化促進プロ ジェ ク ト ( PJ８ )  

・ 市町村や農業委員会等によ る 地域における 話合い、 マッ チング活動への支援や、 県

内全域における 農地中間管理機構の活用によ る 担い手への農地の集積・ 集約化の推進 

⑤ス マート 農業普及加速プロ ジェ ク ト ( PJ９ )  

・ 労務管理や生産管理を一体的に行える 経営管理ツールの活用支援、 施設栽培の環境

自動草刈り ロ ボッ ト  農薬散布ド ロ ーン 
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制御技術や農薬散布ド ロ ーンなど収益性が高く 省力効果の大き い技術の開発･実証、

効果的な技術の活用方法の周知などによ る ス マート 農業の普及・ 拡大 

⑥農業情報ポータ ルサイ ト 充実強化プロ ジェ ク ト ( PJ10)  

・ 新たな農業情報ポータ ルサイ ト の開設によ る 、 先端技術や支援施策の情報の一元化

などによ る 農業者への情報発信機能の充実・ 強化 

⑦農業経営セーフティ ネッ ト 強化プロ ジェ ク ト ( PJ11)  

・ 記録的な豪雨・ 豪雪など頻発・ 激甚化する 自然災害や、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症

の拡大によ る 農産物の価格低下等のリ ス ク に対応し た農業経営の実現に向けた行政

と 農業関係団体等によ る オール山形の推進体制の整備、 各種セーフティ ネッ ト への

加入促進に向けた取組みの推進 
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基本戦略４  

「 やまがた森林ノ ミ ク ス」 の加速化 

 
【基本戦略の方針と評価指標】 

 森林資源の循環利用の総合的な取組みを基盤と し て、 良質な県産木材を安定的・ 継続

的に供給する 新たな仕組みづく り や、 Ｉ Ｃ Ｔ の導入等によ る 木材生産及び森林経営管理

の効率化・ 高度化、 高度な専門人材の育成など、「 やま がた森林ノ ミ ク ス 」 の取組みを

発展、 加速し ていく 。  

評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ）  現状値 目標値（ Ｒ ６ ）  

林業産出額 82 億円( H30 年)  95 億円 

 う ち き のこ 類等産出額 52 億円( H30 年)  60 億円 

県産木材供給量 53. 5 万㎥ ( R1 年)  70 万㎥ 

再造林率 64％( R1 年度)  100％ 
 

 
12 人材育成・ 地域づく り  

～林業を支える人材の育成や事業体の強化と 県民総参加によ る魅力ある地域づく り の推進～ 

 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 林業就業者数は、 減少傾向にあ

ったも のの、 近年は 1, 100 名前後

で推移し ている ( 図 27）。 新規就

業者は、 県立農林大学校への林業

経営学科の開設( H28) や国の緑の

雇用制度( H15～) によ る 助成等に

よ り 増加傾向にある ( 図 28）。  

〇 森林組合など林業事業体では、

「 森林施業プラ ンナー」 や現場管

理を担う 「 フォ レ ス ト リ ーダー」

などを中心に、 森林施業の集約化

や低コ ス ト 化に取り 組んでいる も

のの、 林業労働生産性や収益性が

伸び悩んでいる こ と から 、 事業体

の経営力強化や雇用管理の改善等

が必要である 。  

〇 本県の豊かな森林資源を活用

し 、 林業をはじ めと し た関連産業

の振興と 雇用の創出を図り 、 地域

活性化につなげる 「 やま がた森林

ノ ミ ク ス 」 の取組みを県民や企

業、 地域へ拡大し ていく ため、 県

民理解の一層の醸成が必要であ

る 。  

 

( 図 27) 林業就業者数の推移 

 
資料： 森林ノ ミ ク ス 推進課 

( 図 28) 林業における 新規就業者数の推移 

 
資料： 森林ノ ミ ク ス 推進課 
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（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 森林整備や良質な木材生産等を担う 森林組合など、 林業事業体の生産性向上や労働

環境の改善を推進し 、 経営力の向上を促進し ていく 。  

◇ 県立農林大学校林業経営学科や緑の雇用制度等によ り 、 林業の現場を担う 技術者を

育成・ 確保し ていく 。  

◇ 東北農林専門職大学( 仮称) の設置などによ り 、 再造林等の森林整備から 木材の生

産、 加工・ 流通に至る ま で、 高度で専門的な知識や技術を身に付けた、 収益性の高い

林業・ 木材産業を実践でき る 人材を育成し ていく 。  

◇ 森林資源の総合的な活用等によ る 魅力ある 地域づく り 、 効果的な情報発信、 参加型

イ ベント の積極的な開催等によ り 、「 やま がた森林ノ ミ ク ス 」 への県民総参加を促進

し ていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

 ①林業を支える 人材育成と 事業体強化プロ ジェ ク ト ( PJ50)  

・ 森林組合など林業事業体の生産性向上や労働環境の改善によ る 経営力向上の促進と

林業労働における 安全衛生の向上の推進 

・ 県立農林大学校林業経営学科等によ る 林業の現場を担う 技術者の育成と 、 東北農林

専門職大学（ 仮称） の設置などによ る 高度で専門的な知識や技術を身に付けた、 収

益性の高い林業を実践でき る 人材の育成 

 ②魅力ある 地域づく り と 参加意識醸成プロ ジェ ク ト ( PJ51)  

・ 森林・ 林業に関わる 特長的な地域の歴史、 文化、 景観等の見える 化の推進と 、 県内

外から 訪れ・ 体験でき る よ う な機会の創出 

・ 市町村や新たな推進組織等と の連携によ る 、 参加型イ ベント 等の開催と 、「 やま がた

森林ノ ミ ク ス 」 に関する 情報の県内外への発信によ る 県民総参加の推進 

 

 

13 県産木材の安定供給・ 森林の多面的機能の発揮 

～ス マート 林業の導入によ る 生産性・ 収益性の高い林業の展開と 森林の管理・ 保全によ る

多面的機能の発揮～ 

 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 県産木材供給量は、 大型集成材

工場や木質バイ オマス 発電施設の

稼働等を契機に増加し ている も の

の（ 図 29）、 需要に応えき れていな

いこ と から 、 高性能林業機械や路

網整備等と 組み合わせた低コ ス ト

作業シス テムの導入を一層促進

し 、 県産木材供給量を増やし てい

く 必要がある 。  

〇 利用期を迎える 人工林が増大し

ている こ と から 、 計画的な主伐に

取り 組むと と も に、 森林資源の循

環利用のため、 伐採後の再造林を

確実に実行し ていく 必要がある （ 図 30）。  

 

( 図 29) 県産木材供給量の推移 

 
資料： 森林ノ ミ ク ス 推進課 
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〇 再造林率は、 官民一体と なっ

た再造林経費の支援制度の構築

等によ り 着実に向上し ている も

のの、 今後さ ら に向上さ せる た

めには、 森林所有者の保育経費

負担の軽減等が必要である 。  

〇 平成 31 年４ 月に導入さ れた

森林経営管理制度については、

実施主体である 市町村において

人員体制などの課題があり 、 着

実な制度運用に向けた支援が必

要である 。  

○ ま た、 近年の自然災害の多発

に伴い、 森林の有する 公益的機

能の高度かつ持続的な発揮が求

めら れており 、 森林の適切な管理・ 保全や治山対策が必要と なっている 。  

 

（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 森林ク ラ ウ ド やリ モート センシング技術等を活用し 、 森林情報の高精度かつ効率的

な管理・ 共有を推進する と と も に、 Ｉ Ｃ Ｔ や高性能林業機械の導入等によ り 「 伐っ

て、 植えて、 育てる 」 森林資源の循環利用を拡大し ていく 。  

◇ 森林経営管理制度の着実な運用、 荒廃のおそれのある 森林等の整備や病害虫獣対

策、 治山対策等の推進によ り 、 山地災害防止など 森林の公益的機能を増進し ていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

 ①県産木材安定供給推進プロ ジェ ク ト ( PJ52)  

・ 県産木材の安定供給に向けた、 路網の整備やス

マート 林業の推進によ る 、 生産性・ 収益性の高

い低コ ス ト 作業シス テムによ る 木材生産の推進 

 ②主伐・ 再造林推進プロ ジェ ク ト ( PJ53)  

・ 事業者によ る 森林所有者への働き かけの強化や

低コ ス ト 再造林技術の確立・ 普及によ る 「 伐っ

て、 植えて、 育てる 」 森林資源の循環利用の拡

大 

 ③多面的機能の高い森林管理・ 保全プロ ジェ ク ト ( PJ54)  

・ 新たな推進組織等と 連携し た市町村

支援の強化等によ り 、 森林経営管理

制度を着実かつ効果的に運用する こ

と で、 木材の生産、 水源の涵養、 山

地災害防止など森林の有する 多面的

機能を増進 

・ 荒廃のおそれのある 森林等の整備や森林病害虫獣被害対策等の推進 

 ④災害等に強い治山対策推進プロ ジェ ク ト ( PJ55)  

  ・ 山地災害危険地区における 重点的な治山事業の実施や、 老朽化し た治山施設や地す

べり 防止施設の長寿命化などによ る 、 県土の保全や水源の涵養など、 森林の有する

公益的機能の維持増進 

( 図 30)  民有林の皆伐面積及び再造林面積の推移 

 
資料： 森林ノ ミ ク ス 推進課 
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14 県産木材の加工流通体制強化・ 付加価値向上 

～需要に応じ た加工流通体制の構築によ る 県産木材の付加価値向上～ 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 県内では、 大型集成材工場に加え、 大

径材の製材施設、 乾燥施設等の整備や品

質性能を証明する Ｊ Ａ Ｓ 認証の取得等が

進んでいる が（ 図 31）、 近年の多様化す

る ニーズに対応し 、 県産木材の加工流通

体制を強化する ため、 需給情報を共有す

る プラ ッ ト フォ ームの整備、 広葉樹製品

の開発・ 流通拡大、 県産製材品の輸出促

進などの取組みが必要と なっている 。  

 

（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 建築分野などのニーズに応じ た製品を

安定的に供給する ため、 県産木材の加工流通体制を強化し ていく 。  

◇ 広葉樹材の利用、 県産木製品の輸出を促進し ていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

 ①県産木材の加工流通体制強化と 付加価値向上プロ ジェ ク ト ( PJ56)  

・ 伐採し た原木を集積する スト ッ ク ヤード や製材工場・ 乾燥施設の整備など、 需要に

対応し た県産木材の製材・ 加工体制の強化 

・ 県産木材の需給情報を共有する プラ ッ ト フォ ームの整備等によ る 、 建築分野などの

ニーズに応じ た製品の安定的な供給体制の構築 

・ 広葉樹材の保管施設整備や製品開発等によ る 利用拡大や、 外壁材・ 内装材など付加

価値の高い県産木製品の輸出の促進 

 

 

15 県産木材の利用促進・ 特用林産の振興 

～「 し あわせウ ッ ド 運動※」 の展開や都市と の交流等の促進、 山形の山菜・ き のこ のブラ

ンド 力向上～ 

 

（ １ ） 現状と 課題 

〇 県産木材を活用し た公共施設の木

造化・ 木質化や住宅建築の支援等に

よ り 、 公共施設や民間施設の木造化

率は全国で上位と なっている （ 図

32）。  

〇 人口減少に伴い、 新築住宅着工戸

数の減少が見込ま れる と と も に、 新

型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の感染拡大

の影響によ り 木材需要が低迷し てい

る こ と から 、 県産木材のさ ら なる 利

用拡大に向けて、 住宅・ 非住宅分野

の双方において、 県内外における 県産木材の利用促進を図っていく 必要がある 。  

〇 本県の山菜・ き のこ 類は、 生産者の高齢化等によ り 生産量が減少傾向にある 。  

( 図 31)  Ｊ Ａ Ｓ 製品等出荷量の推移 

 
資料： 森林ノ ミ ク ス 推進課 

( 図 32) 公共施設の木造率の推移 

 
資料： 林野庁公表資料 
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〇 県産山菜・ き のこ は首都圏の市場関係者の評価は高いも のの、 一般消費者の認知度

は必ずし も 高く はない。  
  ※し あわせウ ッ ド 運動： 幼児期から 就学時、 事業所及び日常生活に至る ま で、 生涯にわたっ てやま がたの木に包ま れた 

「 し あわせ（ ４ 合わせ）」 な生活を 送ろう と いう 県民運動 
 

（ ２ ） 中長期的な取組方向 

◇ 公共・ 民間施設の木造化・ 木質化や、「 し あわせウ ッ ド 運動」 によ る 身近な日用品

の木製品への転換等を推進し ていく 。  

◇ 市町村の友好姉妹都市など 、 都市と の交流を通じ た県産木材のＰ Ｒ 等によ り 、 県外

での販路を拡大し ていく 。  

◇ 山菜・ き のこ 等の特用林産の振興に向け、 栽培技術の向上や生産基盤の整備によ る

生産拡大、 消費者や市場関係者等への情報発信によ る 流通の促進、 収穫体験や各種イ

ベント での魅力発信によ る 観光・ 交流の促進など の取組みを展開し ていく 。  

 

（ ３ ） 構成プロ ジェ ク ト  

 ①県産木材利用促進プロ ジェ ク ト ( PJ57)  

・ 県産木材の利用拡大に向けた、 公共・ 民間施

設の木造・ 木質化や、「 し あわせウ ッ ド 運

動」、 林工連携等によ る 木材需要を創出する 製

品・ 技術の開発、 木質バイ オマス の利用等の

推進 

②特用林産振興プロ ジェ ク ト ( PJ58)  

  ・ 山菜・ き のこ 等の特用林産の振興に向けた、

栽培技術の向上や生産基盤の整備によ る 生産

拡大、 市場関係者等への情報発信によ る 流通

の促進、 各種イ ベント における 魅力発信によ る 需要拡大など、 生産から 加工、 流

通・ 販売ま での総合的な取組みの推進 
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少

・
高

齢
化

、
Ｉｏ

Ｔ
や

Ａ
Ｉな

ど
の

新
た

な
技

術
の

進
展

、
経

済
連

携
協

定
の

進
展

な
ど

に
よ

る
海

外
と

の
競

争
の

激
化

等
、

農
林

業
を

取
り

巻
く

社
会

経
済

情
勢

は
大

き
く

変
化

し
て

き
て

い

る
。

 

○
農

林
大

学
校

に
つ

い
て

は
、

県
内

唯
一

の
農

林
業

者
の

育
成

機
関

と
し

て
高

い
評

価
を

受
け

て
い

る

が
、

高
度

な
農

林
業

経
営

を
実

現
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
経

営
管

理
能

力
や

新
ビ

ジ
ネ

ス
の

創
出

に

つ
な

が
り

う
る

他
分

野
の

専
門

知
識

、
グ

ロ
ー

バ
ル

展
開

に
必

要
な

能
力

の
修

得
に

つ
い

て
は

十
分

に
対

応
で

き
て

い
な

い
状

況
に

あ
る

。
 

○
本

県
の

農
林

業
に

つ
い

て
、

今
後

も
強

み
を

伸
ば

し
、

持
続

的
に

発
展

さ
せ

て
い

く
た

め
に

は
、

様
々

な

情
勢

の
変

化
・
課

題
に

対
応

し
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

農
林

業
経

営
と

そ
れ

を
支

え
る

高
度

な
人

材
を

育
成

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

 

 

取
 

組
 

内
 

容
 

取
組

機
関

 

本
 

庁
 

総
合

支
庁

 
村 山

 
最 上

 
置 賜

 
庄 内

 

①
専

門
職

大
学

の
開

学
・

運
営

 
・
開

学
に

向
け

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
や

入
試

内
容

等
の

具
体

的
事

項
を

定
め

る
基

本
計

画
や

施
設

整
備

等
の

検
討

 
・
卒

業
生

の
県

内
定

着
に

向
け

て
、

関
係

団
体

と
連

携
し

た
支

援
体

制
の

構
築

 
・
専

門
職

大
学

の
講

義
や

現
場

で
の

実
習

を
通

し
て

、
経

営
感

覚
と

現
場

感
覚

に
優

れ
、

理
論

に
裏

付
け

ら
れ

た
実

践
力

を
備

え
る

高
度

な
農

林
業

人
材

の
育

成
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

②
（

附
属

）
農

林
大

学
校

の
運

営
 

・
生

産
現

場
で

活
躍

で
き

る
人

材
を

育
成

す
る

た
め

に
教

育
内

容
の

充
実

を
図

る
ほ

か
、

専
門

職
大

学
３

年
次

編
入

を
見

据
え

た
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

検
討

 
〇

 
 

 
 

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

目
標

 
 

③
リ

カ
レ

ン
ト

教
育

を
含

め
た

研
修

機
能

の
充

実
 

・
リ

カ
レ

ン
ト
講

座
や

公
開

講
座

の
開

設
、

農
林

業
者

の
経

営
ス

テ
ー

ジ
に

応
じ

た
研

修
等

、
農

林
業

経
営

者
等

が
体

系
的

・
継

続
的

に
学

ぶ
こ

と
が

で
き

る
機

会
の

提
供

 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

〇
 

 

目
 
標

 
指

 標
 

現
状

値
 

指
標

値
（工

程
） 

Ｒ
３

 
Ｒ

４
 

Ｒ
５

 
Ｒ

６
 

東
北

農
林

専
門

職
大

学
（仮

称
）
の

 

早
期

開
学

 
－

 
※

 
※

 
※

 
※

 

 
※

具
体

的
な

指
標

値
（

工
程

）
に

つ
い

て
は

、
今

後
検

討
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